
新宿区の財政

令和８年３月

新宿区は、一般会計と、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の３つの特別会計の予算を編成し、
みなさんに身近な行政サービスを行いつつ、堅実な行財政運営に努めていきます。

令和8年度
新宿区
当初予算
2,639億円

後期高齢者医療特別会計
99億円

介護保険特別会計
279億円

国民健康保険特別会計
383億円

一般会計 1,878億円



Ⅰ　収入と支出
令和8年度一般会計歳入　当初予算収入の内訳

一般会計
歳入

1,878億円
特別区交付金
331億円 17.6％

繰入金（財政調整基金）
（区の貯金である基金からの取崩）

15億円 0.8％

新宿区の収入（歳入）は、区民の皆さんが納めた特別区税や地方消費税交付金、都から交付される特別
区交付金などの一般財源と、国・都からの補助金や施設の使用料などの特定財源で構成されています。
令和8年度一般会計歳入予算総額1,878億円のうち、一般財源では、特別区税が609億円で歳入全体
に占める割合が32.4％、特別区交付金が331億円で17.6％、地方消費税交付金が163億円で8.7％と続
いており、財源不足額として取り崩す財政調整基金からの繰入金は15億円で0.8％となっています。特定財源
では、国庫支出金が343億円で18.3％、都支出金が167億円で8.9％となっています。

特定財源計 647億円 34.5％

一般財源計 1,231億円 65.5％

※使い道が特定されずに使用できる財源

※使い道が特定されている財源(国や都の
支出金や使用料・手数料など)

◎ポイント１
区民の皆さんに身近な行政サービスに必要な費用の多くは、特別区税をはじめとする使い道が特定されずに使用で
きる「一般財源」でまかなわれています。この割合が大きいほど自主的な財政運営を行うことができます。
一般財源の収入は、個人所得・法人所得あるいは消費動向等によって大きく左右されます。8年度予算では、特
別区税や地方消費税交付金、株式等譲渡所得割交付金などの一般財源が前年度と比較して増となり、財源不
足額を圧縮することができました。
なお、一般財源である地方消費税交付金のうち、消費税引き上げ相当額については、障害者・高齢者等への支
援、子ども・子育て支援給付、低所得者の保険料軽減制度等へ充当するなど、社会保障の充実に活用しています。

特別区税
（区民税やたばこ税など）

609億円 32.4％

地方消費税交付金
（地方消費税の一定割合が

区に交付されるもの）

163億円 8.7％
その他一般財源
113億円 6.0％

国庫支出金
（国からの負担金・補助金など）

343億円 18.3％

都支出金
（都からの負担金・補助金など）

167億円 8.9％

使用料及び手数料
（区有施設の使用料・証明書の発行手数料など）

54億円 2.9％

繰入金(特定目的基金など)
（区の貯金である基金からの取崩）

14億円 0.7％

その他特定財源
45億円 2.4％

特別区債（区の借金)
24億円 1.3％
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円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円

文化・観光・商工振興な
どに

区議会の運営に 予算の不足に備えるため
に

１４０５８０ ２７０

区の借入金（区債）の返
済に

環境保護、清掃、リサイ
クルなどに

区民施設の運営、地域振
興などに

合　計

１０,０００ 円１２０ ４０ ２０

区の貯金（基金）の積立
などに

議会費 予備費諸支出金

土木費
道路、公園、都市計画な
どに

６８０

福祉費 子ども家庭費

９２０

５５０

教育費
障害者・高齢者の福祉、
生活保護などに

１,０１０

児童の福祉、子どもの支
援などに

小・中学校、図書館など
に

環境清掃費 地域振興費

総務費
庁舎管理や防災、選挙な
どに

健康費

文化観光産業費
９２０

健康診断や保健所の事業
などに

公債費
２,６５０ ２,１００

令和8年度一般会計歳出　当初予算支出の内訳

福祉費
497億円
26.5%

子ども家庭費
394億円
21.0%

健康費
174億円
9.2%総務費

173億円 9.2%

教育費
190億円
10.1%

土木費
128億円 6.8%

地域振興費
102億円 5.5% 

環境清掃費
110億円 5.8% 

文化観光産業費
51億円 2.7%

諸支出金
22億円 1.2%

目的別
内訳

1,878億円

公債費
26億円 1.4% 

議会費
8億円 0.4%

予備費
3億円 0.2% 

◎歳出予算（目的別）１万円あたりの内訳

◎歳出予算（目的別）区民一人あたりの内訳

140,258円
111,289円

53,649円
49,042円
48,946円

36,180円
31,007円

28,954円
14,290円

7,375円
6,188円
2,229円
847円

6万円 8万円 10万円 12万円 14万円

公債費

福祉費
子ども家庭費

健康費

土木費
総務費

地域振興費
環境清掃費

文化観光産業費

諸支出金
議会費
予備費

16万円

●令和8年度 新宿区一般会計当初予算額
1,878億3,556万円

●区民一人あたり
530,254円

※令和8年3月1日現在 住民基本台帳人口
（外国人を含む） 354,237人

１ 目的別内訳

2万円 4万円

予算総額を1万円とすると、その内訳は以下のようになります。

新宿区の令和8年度の一般会計歳出予
算を目的別に見ると、福祉費497億円、子
ども家庭費394億円、教育費190億円をあ
わせると、1,081億円となっており、全体の
57.6％を占めています。
この次に、健康費、総務費、土木費、環
境清掃費、地域振興費が100億円を超え
る規模で続きます。
予算総額を、1万円に置き換えて、その使
い道をみると、福祉費に2,650円、子ども家
庭費に2,100円、教育費に1,010円、健
康費に920円と続きます。
また、区民一人あたりの歳出予算の総額
は、530,254円となります。

教育費

2



◎前年度比較 単位︓億円

※項目単位で四捨五入しているため合計と合わない場合があります
△ 6 △0.3%歳出合計 1,878 100% 1,884 100%

36 4.6%
うち物件費 489 26.0% 469 24.9% 21 4.5%

一般事業費 823 43.8% 787 41.8%

12.0%
投資的経費 114 6.1% 205 10.9% △ 91 △44.4%

26 1.4% 23 1.2% 3

増減額 増減率

31.8% 574 30.4% 25 4.3%

892 47.3% 49 5.5%

支出の内訳 令和8年度一般会計歳出　当初予算

義務的経費

扶助費
公債費

令和8年度

941 50.1%

598
人件費 317 16.9% 295 15.7% 22 7.4%

令和7年度 比較増減
予算額 構成比 予算額 構成比

人件費
317億円 16.9%

公債費 26億円 1.4%

繰出金
137億円 7.3%

その他（積立金等）
59億円 3.2%

補助費等
138億円 7.3%

物件費
489億円 26.0% 費

扶助費
598億円 31.8%

義

務

的

経

費

般

事

業

一

投資的経費
（普通建設事業費）
114億円 6.1%

性質別
内訳

1,878億円

２ 性質別内訳
令和8年度の歳出予算を性質別に見ると、次のように
なります。
性質別歳出予算には大きく分けて、支出が義務付けら
れている義務的経費、区の施設や道路、公園などを整
備する投資的経費及びその他の経費として一般事業費
があります。
義務的経費のうち、障害児支援給付や児童手当など
の扶助費は598億円で全体経費の31.8％を占めてい
ます。職員の給料などの人件費は、317億円で16.9％、
区の借金の返済などに充てる公債費は26億円で1.4％
となり、義務的経費は941億円で、全体経費の50.1％
を占めています。
投資的経費は、114億円で全体経費の6.1％となって
います。
一般事業費のうち、区有施設の管理運営や区が行政
サービスを提供するための事務経費である物件費は、

◎ポイント２
令和8年度予算は、厳しい財政状況においても、新たな行政需要への対応を図りつつ、新宿区の目指す将来像を実現
していくため、職員一人ひとりが真に区民目線に立脚し、徹底した事務事業の見直しと経費の削減に取り組むとともに、限
られた財源を効果的かつ重点的に配分しました。その結果、一般会計の当初予算の規模は、前年度と比較して､6億円､
0.3%減の1,878億円となりました。
性質別内訳では､義務的経費が5割を占め、このうち障害児支援給付や児童手当などの扶助費の割合が全体の3割、
職員の給料や退職手当などの人件費が2割弱となっています。このほか、新宿文化センターの設備整備の終了などにより
投資的経費（普通建設事業費）が91億円、44.4%の減となった一方、労務単価上昇への対応などにより物件費が
21億円、4.5％の増となっています。

489億円で全体経費の26.0％を占めています。補助費等は、学校給食無償化や保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
などで、138億円、7.3％となっています。また、国民健康保険や介護保険などの特別会計に支出する経費である繰出金は
137億円で7.3％となっています。
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※令和7年4月1日現在　住民基本台帳人口（外国人を含む）    352,395人

区債残高 60,010円 基金残高 163,818円

Ⅱ　財政状況

区債と基金

区債は、学校や道路等の公共施設の整備などに充当する借入金です。区は着実に償還を進め、令和6年度末では残高が211億
円となり、7年度末は261億円となる見込みです。
区の貯金である基金は、リーマンショック以降の厳しい経済環境の中で、平成21年度から25年度までの5年度にわたり、有効活用を

図った結果、残高は20年度末の608億円から346億円へと262億円もの減となりました。
その後、堅実な財政運営や各種基金への積立てを行った結果、令和6年度末の残高は577億円となり、7年度末は587億円となる

見込みです。8年度末は、7年度末から1億円増加し588億円となる見込みです。

区は、今後の少子高齢化を背景とした社会保障関連経費の増加、デジタル化や脱炭素化の推進、災害リスクへの備え、公共施設
の老朽化に伴う更新・改修需要など山積する課題に着実に対応していかなければなりません。
基金と起債をバランスよく活用することで、必要な公共サービスを維持しながら、将来に過度な負担を残さない財政運営を行っていま

す。今後も、様々な状況変化に柔軟に対応できるよう財政対応力の涵養に努めてまいります。

区債と基金の残高推移と今後の見込み

区民一人あたりの残高（6年度末）

0

100

200

300

400
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基金残高 区債残高億円

年度
※各年度末決算額、令和7年度末以降は見込み額
（令和7年度は14号補正まで、令和8年度は1号補正まで反映）

見込み額
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※項目毎に四捨五入しているため、差引が合わない項目があります。
（Ｃ）－（Ｄ）

区 　　  分

△ 6,432Ｊ

Ｉ

Ｈ

Ｇ

実質単年度収支
 （Ｆ)＋(Ｇ)＋(Ｈ)－(Ｉ)

単年度収支

財政調整基金積立金

繰上償還金

財政調整基金取崩額

△ 568

5,192

増減率(%)

Ⅲ　財政指標等からみた新宿区

37.6

0

△ 4,217

26.5

6年度 増減率(%)

2,365 △ 10.3

1,418

0

2,636

5年度

ＦＡ

Ｂ

190,138

184,196

区 　　  分

歳  出  総  額

歳  入  総  額

6年度

3.8

3.2

5年度

183,096

178,401

単位︓百万円

実  質  収  支

8,000 △ 5.9
（Ａ）－（Ｂ）
翌年度に繰り
越すべき財源

Ｃ

Ｄ 8,500

Ｅ

4,696

922

3,774

歳入歳出差引額 5,942

750

経常収支比率は、経常的経費（人件費や扶助費、公
債費といった義務的経費及び物件費など、毎年度決まっ
て支出される経費）に充当された一般財源等の額が、経
常一般財源等総額（特別区税や特別区交付金など､
毎年度の経常的な収入のうち､その使途が限定されずに
使える一般財源等）に占める割合によって財政構造の弾
力性を測る指標で、適正水準は70～80％と言われてい
ます。経常収支比率が低いと、その自治体の財政構造に
は弾力性があり、それだけ政策的な課題に柔軟に対応で
きることになります。一方、経常収支比率が高くなると、財
政面での機動的な対応に支障が生じることとなります。

-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60 億円

年度

17
27

16
3

▲20

▲42

16

40
50

令和6年度一般会計決算では、歳入総額(A)が、1,901億円、前年度と比べ70億円、3.8％の増となり、歳出総額(B)は1,842億
円、前年度と比べ58億円、3.2％の増となりました。
また、6年度の実質収支(E)から5年度の実質収支を差し引いた「単年度収支」(F)14億円に、財政調整基金積立金(G)24億円の
積立てを加え、財政調整基金取崩額(I)80億円を差し引いた「実質単年度収支」(J)は△42億円で2年連続の赤字となりました。

一般会計決算

実質単年度収支

適正水準
70～80％

60

70

80

90

100

H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4 R6

％

年度

実質単年度収支は、単年度収支に財政調整基金への
積立てのような実質的黒字要因を加え、財政調整基金
の取崩しのような実質的赤字要因を差し引いた数値で、
その年度の実質的な収支をあらわします。
左表をみると、景気が回復基調に転じたことや、事務事
業の見直しなどにより、25年度以降黒字が継続していまし
た。令和6年度は、5年度と同様に、財政調整基金を取り
崩すなどにより、物価高騰対策や地域経済活性化への対
応として、区民や事業者への支援に積極的に取り組んだ
結果、2年連続に赤字赤字となりました。

経常収支比率

23区平均 77.7%

新宿区

82.8%

新宿区の経常収支比率は、6年度決算では、歳入面で地方特例交付金等の経常一般財源が増となったものの、歳出面における
定年年齢引上げに伴う退職手当の増などがあったため、前年度と比べ2.8ポイント増の82.8％となりました。これは、適正水準の70～
80％を超えていることから、区の財政構造は弾力性のあるものとはいえません。

財政指標等からみた新宿区

※財政指標の「経常収支比率」、「実質収支比率」、「公債費負担比率」及び「財政健全化判断比率」については、総務省の定める基準に基づき、
区の一般会計を再構成した「普通会計」から算出したものです。

18
13

6

▲64
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0
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4

6
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H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4 R6

％

年度

1.6％

23区平均

新宿区

2.0%

公債費負担比率は、使い道が特定されない財源(一般財源
等収入)のうち、区債の返済（公債費）に使われた割合を示す
指標です。公債費がどの程度一般財源等の使途の自由度を制
約しているかによって、財政構造の弾力性を判断します。6年度
決算では2.0%となっています。

公債費負担比率

財政健全化判断比率

自治体の財政状況を早期に把握し、破綻を防ぐことを目的に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」で、自治体
財政の健全度を測る４つの指標（健全化判断比率）が定められています。

0

2

4

6

8

10

H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4 R6

％

年度

6.4%
23区平均

新宿区 5.1%

実質収支比率

実質収支比率は、財政運営上の黒字・赤字という実質収支
額を、標準財政規模に対する比率で表した指標で、6年度決算
では、5.1％となっています。

※標準財政規模とは、地方税や地方譲与税などの一般財源ベースで
の地方自治体の標準的な財政規模を示します。

〇 実質赤字比率
標準財政規模に対する一般会計等の実質赤字の割合を示す指標であり、6年度決算では、実質収支が黒字のため、実質赤字
比率は算出されません。

〇 連結実質赤字比率
標準財政規模に対する一般会計及び特別会計を連結した実質赤字の割合を示す指標であり、6年度決算では、連結実質収支
が黒字のため、連結実質赤字比率は算出されません。

〇 実質公債費比率 △1.5％
公債費に債務負担行為などの支出（準元利償還金）も含めた経費の財政規模に対する割合をはかる指標（直近3か年度の
平均値）であり、6年度決算では、前年度と比較して0.9ポイントの増となりました。

〇 将来負担比率
区債残高等の将来負担額から基金残高等の充当可能財源を差し引いた額の、財政規模に対する割合をはかる指標です。
6年度決算では、将来負担額よりも、償還等に充用できる財源が大きいため、将来負担比率は算出されません。
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国による不合理な税制改正について

Ⅲ　都区財政調整制度

法人住民税の一部国税化や地方消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税制度等の不合理な税制改正により、特
別区の貴重な税源は一方的に奪われています。こうした不合理な税制改正による特別区全体の影響額は、累計で約2
兆3,000億円に上り、令和7年度だけでも約3,600億円であり、特別区で最大の人口（90万人程度）を有する区の
財政規模に相当する衝撃的な額です。特に、ふるさと納税制度による令和7年度の伸びは大きく、特別区民税の減収額
は、約1,065億円に達し、ここ11年間で累計5,600億円を超えています。
特別区は、持続的な都市の発展のために取り組むべき喫緊の課題や将来的な課題が山積しています。また、長引く物
価高騰の影響は、特別区の財政にも大きな影響を与えており、先行きが依然として不透明な状況です。
地方交付税の不交付団体である特別区は、景気変動の影響を受けやすい歳入構造であるため、景気後退による区税
等の減収や物価高騰対策等の財政支出に対しては、積み立てた財政調整基金を取り崩さなければなりません。備えとし
ての基金残高や税収の多寡という側面にのみ焦点を当てて、あたかも財源に余裕があるとする議論は容認できません。
今必要なことは、全国各地域が自らの責任で真に必要な住民サービスを提供するとともに、自治体間の積極的な交流
や協働によって共存共栄する良好な姿を作ることであり、税源の奪い合いにより自治体間に不要な対立を生むような制度
は認められません。
今こそ、国の責任において各地域を支える地方税財源の充実強化を図り、日本全体の持続可能な発展を目指すべき
です。

23区の区域は､人口が高度に集中する大都市地域であり、その特殊性から、区域全体として一体的・広域的に処理する
必要のある市町村事務の一部（上下水道や消防など）を都が行っています｡このような都と区の役割分担のため、
①23区と東京都は、固定資産税､市町村民税法人分、特別土地保有税の3税及び法人事業税の一部を財源として、
事務の分担に応じた財政調整を行っています。また、令和3年度から令和8年度までは、固定資産税の軽減措置に係る
当該減収の補填として、固定資産税減収補填特別交付金を加えた額が配分されます。
（都区間の配分割合 56（区）︓44（都））
②この制度は23区間の財源の不均衡を調整し、23区の行政水準の一定の均衡を図る役割を担っています。

新宿区では、都区財政調整制度による特別区交付金が一般会計歳入の約２割を占める重要な財源となっています。
〈参考〉
・令和8年度一般会計歳入予算 1,878億円のうち特別区交付金（特別区財政調整交付金）331億円（17.6%）
・令和7年度一般会計歳入予算(※)1,907億円のうち特別区交付金（特別区財政調整交付金）327億円（17.2%）
※令和7年度一般会計補正予算第1号において、令和7年度の都区間の配分割合等の変更を反映したことから、1号補正後予算額を記載しています。

基準財政需要額－基準財政収入額＝特別区財政調整交付金（普通交付金）

基準財政需要額
区が行政サービスを行うために
必要となる標準的な経費を算
出したもの

基準財政収入額
特別区民税、地方消費税交付金などの過去
の収入額等から算出したもの

特別区財政調整交付金のうち、94％が普通交付金、6%は特別交付金として、災害等の特別な財政需要がある場合に交付されます。

特別区財政調整交付金（普通交付金）
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